
対象　町内に住所を有する方
対象ヘルメット　安全認証マークの付いた新品【右図参照】
※令和6年4月1日以降に購入したものに限ります。
※購入から3か月以内に申請してください。
補助金額　購入金額の2分の1以内で、2,000円を上限とします。
※ポイント・割引利用分を除く
　（10円未満切り捨て）
受付期限　令和7年2月28日（金）

申請・問合せ先　役場　防災危機管理課　内線151・152

対象　県が定める「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」のほか、町が要綱に定める
条件、遵守事項等を遵守できる総代または事業主

　　　※設置後に申請受け付けはできませんので、必ず設置前に役場防災危機管理課へご相談くだ
さい。

　　　※一般住宅に取り付けられたものは、補助対象外です。
補助金額　防犯カメラ等購入設置金額の2分の1以内で、17万円を上限とします。

（1,000円未満切り捨て）
受付期限　令和7年2月28日（金）
 
申請・問合せ先　役場　防災危機管理課　内線151・152

対象　町内に住所を有し、私立高等学校の全日制課程、定時制課程、専修学校の高等課程のいずれ
かに在籍する生徒の保護者のうち、愛知県私立高等学校等授業料軽減補助金を受けている方
または県外の私立高等学校等に在籍し同制度の所得基準に該当する方

　　　※本年度の授業料の自己負担がない方は対象外です。
補助金額　年額1万円以内
受付期限　令和7年1月31日（金）
　詳しくは、各ホームページをご確認ください。

申請・問合せ先　役場　学校教育課　内線207

　高齢運転者によるアクセルとブレーキの踏み間違いが原因となる交通事故を未然に防ぐため、
後付け設置に限り、安全運転支援装置の設置に要する費用の一部を補助します。
補助対象者　次の全てを満たす個人
　　　　　　❶町内に住所を有し、令和7年3月31日時点で65歳以上の方
　　　　　　❷有効期限内の自動車の運転免許証を保有している方
　　　　　　❸町税および自動車税を滞納していない方
　　　　　　❹非営利かつ自ら使用する自動車に安全運転支援装置を設置した方
　　　　　　❺申請者が支払った購入設置費に対する他の補助金を受けていない方
補助対象の自動車　次の全てを満たす車両
　　　　　　　　　❶個人の用途に供する普通自動車・小型自動車・軽自動車
　　　　　　　　　❷車検証の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されている
　　　　　　　　　❸車検証の「使用者の氏名又は名称」欄に申請者の氏名が記載されている
　　　　　　　　　※申請は、安全運転支援装置を設置した日から3カ月以内
補助限度額　装置の購入設置額から4万円（センサー無しの場合は2万円）を除いた額の5分の4
　　　　　　（1,000円未満切り捨て）
　　　　　　・障害物検知機能付き　上限　3万2,000円
　　　　　　・障害物検知機能なし　上限　1万6,000円
受付期限　令和7年2月28日（金）

申請・問合せ先　役場　防災危機管理課　内線151・152

町ホームページ　　県ホームページ

　自転車乗車用ヘルメット補助金

　防犯カメラ補助金

　私立高等学校授業料補助金

　高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金

JCFマーク
（日本自転車競技連盟の安全認証）

各種補助金  のご案内各種補助金  のご案内◆◆◆ ◆◆◆

SGマーク
（製品安全協会の安全認証）

CEマーク
（EU加盟国の安全認証）
（ただしEN1078に限る）

主な安全認証マーク

公共施設予約システムをご利用ください公共施設予約システムをご利用ください
　お手持ちのパソコンやスマートフォンなどから、簡単に町内の公共施設
の空き状況確認や予約申込ができます。ぜひご利用ください。
　なお、予約申込には事前に窓口での利用者登録が必要です。詳しくは、
お問合せください。

防災コミュニティ（ふれあい）センターについて　役場　企画政策課　内線126
公民館について　 公民館内　社会教育課　☎（443）2671
スポーツセンターについて　 スポーツセンター　☎（443）7077
多世代交流センターについて 多世代交流センター　☎（443）0553

問合せ先　

 

町ホームページ

対象となる方を拡大しました！

補助金上限額が上がりました！

町ホームページ

町ホームページ
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